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第三者割当による新株式及び第 18 回新株予約権の発行 

並びに主要株主、主要株主である筆頭株主の異動に関するお知らせ  

 

当社は、2025年２月 28日開催の当社取締役会において、下記のとおり第三者割当による新株式

(以下、「本新株式」といいます。)及び第 18回新株予約権（以下「本新株予約権」といいます。）の

発行（以下「本第三者割当」といいます。）を行うことについて決議いたしましたので、お知らせい

たします。併せて、本第三者割当に伴い、本第三者割当の払込期日である 2025年３月 18日に当社

の主要株主、主要株主である筆頭株主の異動が見込まれますので、下記のとおり、お知らせいたし

ます。 

 

記 

 

Ⅰ．第三者割当による新株予約権の発行 

１．募集の概要 

（１） 新株式の募集の概要 

（１）払込期日 2025年３月 18日 

（２）発行新株式数 3,500,000株 

（３）発行価額 １株につき 77円 

（４）調達資金の額 269,500,000円 

発行諸費用の概算額を差し引いた手取り概算額につ

いては、「３．調達する資金の額、使途及び支出予定

時期（１）調達する資金の額」をご参照下さい。 

（５）募集又は割当方法 

（割当予定先） 

第三者割当の方法により、次の者に割り当てます。 

辛 澤    3,500,000株 

（６）その他 上記各号については、金融商品取引法による届出の効

力が発生することを条件とします。 
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（２） 新株予約権の募集の概要 

(１)割当日 2025 年３月 18 日 

(２)新株予約権の総数 9,000 個（新株予約権１個当たり 100 株） 

(３)発行価額 総額 846,000 円 
（新株予約権１個当たり 94 円） 

(４)当該発行による潜在株式数 900,000 株 

(５)資金調達の額 70,146,000 円 
（内訳） 
新株予約権発行分    846,000 円 
新株予約権行使分   69,300,000 円 

上記資金調達の額は、本新株予約権の払込金の総

額に、すべての新株予約権が行使されたと仮定し

て算出された金額の合計額です。新株予約権の権

利行使期間内に行使が行われない場合、当社が取

得した新株予約権を消却した場合には、上記資金

調達の額は減少します。 

(６)行使価額 1 株当たり 77 円 

(７)割当方法及び割当予定先 

 

第三者割当の方法により、以下の割当予定先に割
り当てます。 
黒田 喜久    9,000 個 

(８)その他 ・本新株予約権の発行については、金融商品取引
法に基づく有価証券届出書の効力発生を条件とし
ております。 
・行使請求条項  
（１）当社は、本新株予約権の発行後、当社普通
株式の５連続取引日（終値のない日を除く）に係
る終値単純平均が、行使価額に 1.2 を乗じた額
（小数点以下第一位四捨五入）を上回った場合、
その翌日から起算して 10 取引日以内に本新株予
約権を行使することを本新株予約権者に請求でき
るものとし、本新株予約権者は、かかる請求を受
けた場合には、株式会社東京証券取引所における
当社の普通株式の出来高を勘案した上で、速やか
に当該請求のなされた本新株予約権につき、行使
するものとする。  
（２）当社は、本新株予約権の発行後、会社の普通
株式の 10連続取引日（終値のない日を除く）に係る
終値単純平均が、行使価額に 1.8を乗じた額（小数点
以下第一位四捨五入）を上回った場合には、本引受人
に対して本新株予約権の行使請求をできるものとし、
本引受人は当該請求のなされた本新株予約権の全てに
つき、当該請求のなされた日から 10 日以内に、行使
をするものとする。 
 
・取得条項 
（１）本新株予約権の割当日から 12 ヶ月を経過
した日以降、会社法第 273 条及び第 274 条の規定
に従って、当社取締役会が定める取得日の 20 日
前までに通知したうえで、本新株予約権者の保有
する本新株予約権の全部又は一部を、本新株予約
権１個につき本新株予約権１個当たりの発行価額
と同額で取得することができます。一部取得をす
る場合には、抽選その他合理的な方法により行う
ものとする。  
（２）当社は、以下の場合は、当社取締役会が定
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める取得日において、本新株予約権１個につき、
本新株予約権１個当たりの払込金額と同額で、本
新株予約権者の保有する本新株予約権の全部を取
得することができます。  
①当社が消滅会社となる合併契約の承認の議案、
当社が分割会社となる吸収分割契約もしくは新設
分割計画の承認の議案、または、当社が完全子会
社となる株式交換契約もしくは株式移転計画の承
認の議案につき、当社株主総会で承認されたとき
（株主総会による承認が不要の場合は、当社の取
締役会決議がなされたとき）  
②当社が会社法第 171 条第１項に基づき全部取得
条項付種類株式の全部を取得することが当社株主
総会で承認されたとき 
③普通株式についての株式の併合（普通株式に係
る単元株式数に株式の併合割合を乗じて得た数に
１に満たない端数が生ずるものに限る。）が当社
株主総会で承認されたとき  
④特別支配株主による株式売渡請求が当社取締役
会で承認されたとき  
⑤当社の普通株式が上場廃止となったとき  
（３）行使請求条項の(２)に掲げるとおり、本新
株予約権の発行後、当社の普通株式の 10 連続取
引日（終値のない日を除く）に係る終値単純平均
が、行使価額 に 1.8 を乗じた額（小数点以下第
一位四捨五入）を上回った場合に本新株予約権者
に対して本新株予約権の行使を請求できるが、こ
の場合において、当社は、当該請求の日から 10
日以内に本新株予約権者が行使請求しなかった本
新株予約権の全部又は一部を、当社取締役会が定
める取得日において、本新株予約権１個当たりの
払込金額と同額で取得することができる。一部取
得をする場合には、抽選その他合理的な方法によ
り行うものとする。 

 

 

２．募集の目的 

（１）募集の背景 

当社はスマートフォン向けコンテンツの企画開発・配信を行う「コンテンツ事業」、ウェブ

コンテンツ制作やシステム開発の受託事業及び派遣事業を行う「ＤＸ事業」の２事業を主た

る業務としております。 

当社では、経営の合理化と組織運営の効率化を図ることを目的としつつ、軸となるコンテン

ツ事業とＤＸ事業の二つの事業活動の推進に努めてまいりました。 

 2025年３月期第３四半期の経営成績は、売上高1,449,339千円、営業損失19,818千円、経

常損失10,709千円、四半期純損失38,621千円となりました。 

セグメントの業績は、次のとおりであります。 

＜コンテンツ事業＞ 

コンテンツ事業におきましては、利益構造の最適化を推進する点から広告宣伝費の削減を行

うなど事業運営の効率化を図る一方で、当社のコンテンツの将来的な収益に繋がる施策も併行

して実施いたしました。絵本アプリ「森のえほん館」では人気絵本シリーズの新作をリリース
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すると共に、第2四半期会計期間には同アプリに英語絵本を追加する大幅リニューアルを実施

し、これを本格的に運営することにより、多くのお子様がさらに楽しめる知育教育コンテンツ

となることを目指してまいります。 

これらの結果、コンテンツ事業の売上高は79,721千円、セグメント損失は23,493千円となり

ました。 

＜ＤＸ事業＞ 

 ＤＸ事業においては、インフレの継続や円安を背景とする物価の上昇などによる消費活動

への停滞の懸念、長期化するウクライナ情勢や中東情勢等の影響により先行きは依然として不

透明な状況が継続するものの、既存顧客に対する単価交渉が一部結実したこと、及び当第3四半

期会計期間における稼働率が比較的高い水準で推移したことが、売上高増加に寄与しておりま

す。単価向上の成果が達成できていない部分については、引き続き交渉を継続しつつ、同事業

における営業体制の連携の強化等を実施することで効率的な事業運営に努めてまいります。 

このような効率的な事業運営の一環として、当社の完全子会社であった株式会社I-FREEK 

GAMESを2024年10月1日付けで吸収合併いたしました。 

これらの結果、ＤＸ事業の売上高は1,331,946千円、セグメント利益は151,255千円となりま

した。 

当社は2023年３月期連結会計期間を84,492千円の営業損益黒字で終えましたが、コンテンツ

事業におけるChallet(チャレット)サービスが終了したこと、及びＤＸ事業において優秀な技術

者の確保、営業力等の質的な差別化が今まで以上に要求され、企業間の競争はさらに激しくな

った結果、既存顧客に対する単価交渉に想定より時間を要したこと等により2024年３月期連結

会計期間では95,147千円の営業損益赤字となりました。これに対し、子会社であった株式会社

I-FREEK GAMESの事業所整理、同社との吸収合併に伴う非連結決算会社への移行等の実施により

コスト削減に努めましたが、2025年３月期第３四半期では19,818千円の営業損益赤字を計上し

ております。 

当社ＤＸ事業では専門領域に特化したエンジニアの育成を通じて提供する技術サービスの質

的向上を図るほか、同事業内における営業部署の連携を強化する戦略的営業等の推進により、

現在当社が二次請け、三次請け等の形態で受注している案件に関して元請企業との直接契約に

切り替える等商流を改善し適正な収益を確保しつつ事業の拡大を図るべく努めておりますが、

企業間競合が激しくなる中で受注が十分に確保できない、または技術料金が低下すること等に

よって、当社の業績に引き続き影響を及ぼす可能性があります。また、コンテンツ事業では利

益構造の最適化推進の点から同事業での広告宣伝費の削減を行う一方で、既存知育アプリの施

策に注力し、絵本制作・レンタル、及び協業パートナー拡大によるBtoB販路拡大を図るべく努

めておりますが、こちらも企業間競合の激化の中で受注が十分に確保できない状況にありま

す。 

こうした状況を抜本的に改善し、持続的成長を実現するためには、技術力の高い人材の獲得

と、それに伴う資金調達が不可欠です。特に、当社事業における収益面で大きな比重を占める

今後のＤＸ事業の競争力を強化するためには、AIエンジニアを含む高度なスキルを持つ人材の

確保が急務であり、これが当社の最重要課題の一つとなっております。このように持続的な既
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存事業の早期安定化のため、新たな資金調達を必要としております。 

また、当社の財務状況は2024年12月末時点において、現預金残高は751,801千円、有利子負債

残高209,960千円であり、2025年１月22日に新たに100百万円を借り入れたことにより、本第三

者割当決議日現在ではさらに有利子負債残高が増加しております。将来的には長期金利の引き

上げが予測されることから、キャッシュフローの安定化に向け、有利子負債を圧縮することに

努めることが必要と判断しております。 

運転資金ならびに事業資金の確保を行うため、下記に記載のとおり資金を必要としており、

より迅速かつ機動的な意思決定を可能とする一定額の資金の確保が、現状の当社にとっては肝

要であると判断し、資金調達と同時に財務体質の改善が達成できる本第三者割当による資金調

達を実行することといたしました。 

 

（２）資金調達の方法として本第三者割当による新株式及び新株予約権を選定した理由 

当社の資金需要につきましては、「３．調達する資金の額、使途及び支出予定時期（２）調達す

る資金の具体的な使途及び支出予定時期」に記載のとおりでありますが、資金調達の方法として

は、当社における運転資金の調達及び借入金の返済を目的としております。本第三者割当は前述

「３．調達する資金の額、使途及び支出予定時期（２）調達する資金の具体的な使途及び支出予

定時期」に記載のとおり当社の有利子負債の圧縮による財務体質の健全性を維持する必要性も目

的の一つであることから、間接金融ではなく、直接金融での資金調達を行うことといたしました。 

そのため、当社としましては、直接金融による株主資本の増強を図ることを軸に調達方法の検

討をいたしました。直接金融による調達方法としては、一般に株主割当、公募、第三者割当によ

るものがあります。株主割当としては全ての株主に対するライツイシュー等がありますが、当社

事業がなお推進途上にある中で、全ての株主や新株予約権者から追加的な資金を調達することは

容易ではないことから合理的ではないと判断いたしました。 

また、直接金融による資金調達の代表的な方法として公募増資という方法もありますが、調達

に要する時間が第三者割当による新株式及び新株予約権の発行と比較し多大にかかることや、必

要資金の調達規模と現在の当社の経営成績、株価動向、株式流動性等から引受証券会社を見つけ

ることは困難であることから、現時点における資金調達方法としては合理的ではないと判断いた

しました。 

本新株式と本新株予約権の発行を組み合わせた今回の資金調達スキームは、当社といたしまし

ても、本新株式の発行により、財務体質の強化を図り、事業成長のための一定額を迅速にかつ確

実に調達することができるとともに、割当予定先の要請と協議に基づき、本新株予約権の発行に

より割当予定先が当社に対して段階的に投資を行うことができるように配慮したものでありま

す。加えて、本新株予約権の発行は必ずしも一度に大量の新株式を発行するものではないため、

当社及び当社既存の株主にとっても、資金調達を全て新株式により調達する場合と比べて、権利

行使が完了するまでには一定程度の期間を要することが想定されます。そのため、既存株式の希

薄化が段階的に進む点において、既存株主に対する希薄化は避けられないものの、一定の配慮が

できると判断して採用いたしました。 

なお、当初の計画通りに、本新株予約権の行使による資金調達を行うことができない場合、そ

の時点における当社の事業環境、財務状況に鑑みて、別途の手段による資金調達を実施する可能
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性があります。 

 

＜本新株予約権の特徴＞ 

本新株予約権の特徴は、次のとおりであります。 

（メリットとなる要素） 

①本新株予約権は、発行当初から行使価額は 77 円で固定されており、行使価額修正条項付き

のいわゆるＭＳＣＢやＭＳワラントとは異なり、将来的な市場株価の変動によって行使価額

が変動することはありません。また、本新株予約権の目的となる株式の総数についても、発

行当初から 900,000 株で固定されており、将来的な市場株価の変動によって潜在株式が変動

することはありません。なお、株式分割等の一定の事由が生じた場合には、行使価額及び割

当株式数の双方が本新株予約権の発行要項に従って調整されます。 

②本新株予約権には、新株予約権の行使による資金調達を円滑に行うため、本新株予約権の発

行後、当社普通株式の５連続取引日（終値のない日を除く）に係る終値単純平均が、行使価

額に 1.2 を乗じた額（小数点以下第一位四捨五入）を上回った場合、その翌日から起算して

10取引日以内に本新株予約権を行使することを本新株予約権者に請求することができるもの

とされております。そのため、本新株予約権者は、かかる請求を受けた場合には、株式会社

東京証券取引所における当社の普通株式の出来高を勘案した上で、速やかに当該請求のなさ

れた本新株予約権につき、行使することが見込まれます。 

③本新株予約権には、上記②に加え、さらに新株予約権の行使による資金調達を円滑に行うた

め、本新株予約権の発行後、当社の普通株式の 10連続取引日（終値のない日を除く）に係る

終値単純平均が、行使価額に 1.8 を乗じた額（小数点以下第一位四捨五入）を上回った場合

には、本新株予約権者に対して本新株予約権の行使を請求できるものとし、当社は、当該請

求の日から 10 日以内に本新株予約権者が行使請求しなかった本新株予約権の全部又は一部

を、当社取締役会が定める取得日において、本新株予約権１個当たりの払込金額と同額で取

得することができることから、本新株予約権者に対し本新株予約権の行使促進を図り資金調

達の蓋然性を高めることが期待できます。 

④本新株予約権には、本新株予約権の割当日から 12 か月を経過した日以降いつでも、当社は

取締役会により本新株予約権を取得する旨及び本新株予約権を取得する日を決議することが

できます。 

⑤本新株予約権の譲渡については、当社取締役会の承認を要する旨の制限が付されております。 

 

（デメリットとなる要素） 

①本新株予約権の行使が進んだ場合、900,000 株の新株式が交付されるため、既存株式の希薄

化が生じることになります。 

②当社株価が行使価額を下回って推移している場合には、本新株予約権の行使が進まず当社の

予定する資金調達が十分に行えない可能性があります。 

③割当予定先は、本新株予約権の行使により取得した当社普通株式を市場において売却する可

能性があります。この場合、当社の株価が下がる可能性があります。 
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３．調達する資金の額、使途及び支出予定時期 

（１）調達する資金の額 

①払込金額の総額 339,646,000 円 

（内訳）  

 新株式の発行 269,500,000 円 

第 18回新株予約権の発行 846,000 円 

第 18 回新株予約権の行使 69,300,000 円 

②発行諸費用の概算額 20,155,800 円 

③差引手取概算額 319,490,200 円 

※１．発行諸費用の概算額は、登録免許税等（1,185千円）、割当予定先の信用調査費用（300千

円）、本新株予約権の公正価値算定費用（1,500千円）、有価証券届出書作成費用（1,000千

円）、フィナンシャルアドバイザリー費（16,170千円）（モダンパス合同会社（所在地：東京

都千代田区一番町 22 番地 3 代表社員：勝山博文））の合計額であります。モダンパス合同会

社は本日時点において当社株式を保有しておらず、本取引以外の関係はありません。 

２．発行諸費用の概算額には、消費税等は含まれておりません。 

３．本新株予約権の行使価額が調整された場合には、新株予約権の発行価額の総額に新株予約権

の行使に際して払い込むべき金額の合計額を合算した金額は増加又は減少します。また、新

株予約権の権利行使期間内に行使が行われない場合及び当社が取得した新株予約権を消却し

た場合には、新株予約権証券の発行価額の総額に新株予約権の行使に際して払い込むべき金

額の合計額を合算した金額は減少します。その際には投資対象事業の業のリスケジューリン

グ及び手元資金又は別途第三者割当等による調達による充当を想定しております。 

 

（２）調達する資金の具体的な使途及び支出予定時期 

本株式発行による調達資金の具体的な使途及び支出予定時期 

 具体的な使途 
金 額 

（百万円） 
支出予定時期 

① 当社の運転資金 249 2025年４月～2027年 3月 

 

本新株予約権による調達資金の具体的な使途及び支出予定時期 

 具体的な使途 
金 額 

（百万円） 
支出予定時期 

② 当社の借入金返済 69 2025年４月～2028年３月 

（注）１．上記の資金使途に充当するまでの間、当該資金は事業用資金とは別の銀行預金で保管す

る予定です。 

２．株価低迷により権利行使が進まない場合は、新たな資本による調達、又は、その他の手

段による資金調達について検討を行う予定です。また、今後、当社を取り巻く環境に変

化が生じた場合など、その時々の状況に応じて、資金の使途又は金額を変更する可能性

があります。資金の使途又は金額に変更があった場合には、速やかに開示・公表いたし

ます。 

 

①当社の運転資金 

コンテンツ事業における既存知育アプリの施策への注力、絵本制作・レンタル、及び協業パー
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トナー拡大による BtoB 販路拡大、及びＤＸ事業における専門領域に特化したエンジニアの稼働

を通じて、同事業が提供する技術サービスの質を向上させ、商流を改善し適正な収益を確保する

ことにより当社事業におけるサービスの付加価値を高めていくことが、当社が成長していくうえ

で重要な課題であると認識しており、そのために優秀で技術力の高い人材、とりわけ当社事業に

おける収益面で大きな比重を占める今後のＤＸ事業の競争力を強化する AI 分野において技術力

の高いエンジニアを採用する必要があると考えております。また、同時に現在の事業をより成長

させるためには、技術的知見やノウハウを持った既存社員の賃上げによる流出の阻止が重要であ

ると考えております。 

しかし、現在の自己資本および内部留保のみでは、こうした成長戦略を十分に実行することが

困難な状況にあります。そのため、本第三者割当による新株式の発行を通じ、必要な資金を確保

することで、事業の持続的成長を可能にし、企業価値の向上を図る計画です。 

そのため、本第三者割当による本新株式の発行により調達する資金 249百万円は、以下の目的

に充当する予定です。 

・AIエンジニアを含めた技術力の高い人材の新規採用費 

・当該人材がプロジェクトにアサインされるまでの期間の労務費 

・アサイン後、売掛金回収までの資金繰りを補うための労務費 

・既存のエンジニア社員、営業社員及びコーポレート社員の賃上げによる人材流出防止 

 

この資金調達により、当社は競争環境の中で持続的な成長を遂げ、事業基盤のさらなる強化を

図ることが可能となります。 

 

②当社の借入金返済  

本第三者割当による本新株予約権の発行及び行使に基づき調達する資金 69 百万円は、借入金

の返済に充当する予定であります。当社は運転資金の目的で銀行からの借入によって資金を調達

しております。2025 年３月期第３四半期会計期間末における有利子負債残高は 209 百万円であ

り自己資本比率は 55.4％でしたが、2025年１月 22日に新たに 100百万円を借り入れたことによ

り、本第三者割当決議日現在では有利子負債残高が増加し、自己資本比率が低下しております。

そのため、本新株予約権による調達資金を、借入金の返済へ充当することによって自己資本比率

を改善し、財務健全性の改善を図りたいと考えております。なお、当該借入金は期日通りの返済

を予定しております。 

 

４．資金使途の合理性に関する考え方 

 資金使途合理性に関する考え方については、上記「２．募集の目的」のとおり、今回調達する

資金の使途は、持続的な経営の安定化並びに手元資金の充実を含めた財政状態改善に繋がること

から、かかる資金使途は当社の企業価値の向上に資する合理的なものであると考えております。 

 

５．発行条件等の合理性 

（１）払込金額の算定根拠及びその具体的内容 

①本新株式 

当社は、割当予定先との間で本新株式における発行価額は、割当予定先との協議の結果、本新

株式に係る取締役会決議日の直前取引日（2025年２月 27日）の株式会社東京証券取引所スタン

ダード市場における当社株式の終値 82円を基準とし、直前取引日の終値である 82円から６％デ

ィスカウントした 77 円（小数点以下、切り捨て）といたしました。 

上記発行価額は、直近の市場価額に基づくものが合理的であると判断したこと及び、日本証券

業協会「第三者割当増資の取扱いに関する指針」(2010年４月１日付 以下、「日証協指針」とい
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います。)によれば、第三者割当により株式の発行を行う場合には、その払込金額は原則として

株式の発行に係る取締役会決議の直前日の価額（直前日における売買がない場合は、当該直前日

から遡った直近日の価額）を基準として決定することとされているため、本第三者割当の発行価

額を決定する際にも、本第三者割当に係る取締役会決議の直前営業日の終値を基準といたしまし

た。 

また、発行価額のディスカウント率を６％とした経緯としましては、当社が 2024 年３月期に

おいて、76 百万円の経常損失を計上していることおよび、2025 年３月期第３四半期においても

10 百万円の経常損失を計上していること勘案し、割当予定先からの発行価額における７～10％

程度のディスカウントの打診を受け、日証協指針に準拠する 10％を超えない範囲で、相応の率

をディスカウントすることはやむを得ないと判断し、発行価額について割当予定先のディスカウ

ントに対する要望を受け入れた結果によるものとなります。 

当該発行価額は、本第三者割当に関する取締役会決議日の当該直近営業日までの１カ月間の終

値平均である 82.71 円から 6.90％のディスカウント（小数点以下第三位を四捨五入。以下、株

価に対するディスカウント率の数値の計算について同様に計算しております。）、当該直近営業日

までの３カ月間の終値平均である 81.75 円から 5.81％のディスカウント、当該直近営業日まで

の６か月間の終値平均である 81.90円から 5.98％のディスカウントとなっております。 

以上のことから、当社取締役会においては、今回の資金調達の目的、他の調達手段の選択肢を

考慮するとともに、本新株式の発行条件について十分に討議、検討を行い、本新株式の発行価額

は、適正かつ妥当な価額であり、日証協指針に照らしても、会社法第 199条第３項に定める特に

有利な金額による発行に該当することはないことから、１株当たりの払込金額を 77 円として、

第三者割当による本新株式の発行を行うことといたしました。 

なお、監査役３名全員（全員が社外監査役）からも、本新株式の発行価額については、取締役

会決議日の直前取引日の終値に基づくものであることから、既存株主の利益保護の観点からも合

理的なものであり、日証協指針も勘案されていることから、有利発行でないことについて適法で

ある旨の意見が述べられております。 

 

②本新株予約権 

本新株予約権の発行価額は、第三者算定機関である東京フィナンシャル・アドバイザーズ株式

会社（所在地：東京都千代田区永田町一丁目 11 番 28 号、代表者：代表取締役 能勢 元）に算

定を依頼しました。 

また、当該機関の公正価値の算定については、本新株予約権の諸条件、本新株予約権の発行決

議に先立つ当社普通株式の株価の推移、当社普通株式の株価変動性（ボラティリティ）、本新株

予約権の発行要項及び割当予定先との間で締結する予定の総数引受契約に定められた諸条件を

考慮し、ストック・オプション等に関する会計基準の適用指針でも参照されている離散型時間モ

デルの一つであるモンテカルロ・シミュレーションによる算定方法を採用しております。 

なお、当該機関による算定の条件として、基準となる当社株価 82 円（2025 年２月 27 日の終

値）、権利行使価額 77 円、ボラティリティ 14.60％、権利行使期間３年、リスクフリーレート

0.863％（評価基準日における長期国債レート）、配当率 0.00％、当社による取得条件、新株予

約権の行使に伴う株式の希薄化、当社株式の流動性、当社の信用リスク等を参考に公正価値評価

を実施し、本新株予約権１個につき 94円との結果を得ております。 

当社は、東京フィナンシャル・アドバイザーズ株式会社による本新株予約権の発行価額の公正

価値の算定結果を参考に、割当予定先と協議のうえ、本新株予約権の発行価額を、評価額（94円）

と同額とすることを決定いたしました。 

また、本新株予約権の行使価額は、当社の業績動向、財務動向、株価動向（取締役会決議日の

直前営業日までの１か月間、３か月間及び６か月間の終値平均株価等）を勘案するとともに、当
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社株式の流動性に鑑みると割当予定先がすべての本新株予約権を行使するには相当程度の長期

間にわたることなどを総合的に勘案し、割当予定先と協議した結果、当該発行に係る取締役会決

議日の直前取引日（2025年２月 27日）の株式会社東京証券取引所スタンダード市場における当

社普通株式の普通取引の終値である 82円から６％ディスカウントした 77円（小数点以下、切り

捨て）といたしました。 

ディスカウント率を６％とした経緯としましては、本新株式の発行価額と同様に当社が 2024

年３月期において、76 百万円の経常損失を計上していることおよび、2025 年３月期第３四半期

においても 10 百万円の経常損失を計上していること勘案し、割当予定先からの発行価額におけ

る７～10％程度のディスカウントの打診を受け、日証協指針に準拠する 10％を超えない範囲で、

相応の率をディスカウントすることはやむを得ないと判断し、発行価額について割当予定先のデ

ィスカウントに対する要望を受け入れた結果によるものとなります。 

本新株予約権の行使価額は本第三者割当に関する取締役会決議日の当該直近営業日までの１カ

月間の終値平均である 82.71円から 6.90 ％のディスカウント、当該直近営業日までの３カ月間

の終値平均である 81.75 円から 5.81％のディスカウント、当該直近営業日までの６か月間の終

値平均である 81.90円から 5.98％のディスカウントとなっております。 

当社は、本新株予約権の特徴や内容、本新株予約権の行使価額の水準、第三者評価機関による

本新株予約権の価値の評価結果を勘案の上、これらを総合的に検討した結果、本新株予約権の払

込金額の決定方法及び本新株予約権の払込金額は合理的であると考えており、本新株予約権の発

行が有利発行に該当しないものと判断いたしました。また、当該算定機関に対して、当社は本新

株予約権の算定以外に本新株予約権に係る届出書並びに適時開示資料作成支援の業務委託を行

っておりますが、当該業務委託以外の当社との顧問契約や請負契約といった取引が無いことから

当社経営陣から一定程度独立しており、割当予定先からも独立した立場で評価を行っております。 

なお、監査役３名全員（全員が社外監査役）から、当社は東京フィナンシャル・アドバイザー

ズ株式会社に対し、当社と継続的な取引関係は無いことから当社経営陣から一定程度独立してい

ると認められること、割当予定先からも独立した立場で評価を行っていること、並びに、新株予

約権発行要項の内容を基に本新株予約権の価額算定方法としては市場慣行に従った一般的な方

法により価額算定が行われていることから上記の算定結果を踏まえ、本新株予約権の発行条件が

割当予定先に特に有利でなく適法であると判断した旨の意見表明を受けております。 

 

（２）発行数量及び株式の希薄化規模の合理性に関する考え方 

本新株式の発行により増加する株式数及び本新株予約権に係る潜在株式数は、それぞれ

3,500,000 株（議決権数 35,000 個）及び 900,000 株（議決権数 9,000 個）の合計 4,400,000 株

（議決権数 44,000個）となり、2025年 12月 31日現在の発行済株式総数 17,839,641株（議決権

数 178,396個）に対して、本新株式の発行により 19.62％（議決権比率 19.62％）、本新株予約権

の発行により 5.04％（議決権比率 5.04％）の合計 24.66％（議決権比率 24.66％）の希薄化が生

じます。しかしながら本新株予約権の発行による資金調達は、前述「３．調達する資金の額、使

途及び支出予定時期（２）調達する資金の具体的な使途及び支出予定時期」に記載のとおり当社

の企業価値及び株主価値の向上に寄与できるものと考えられ、希薄化の程度を踏まえても、今回

の募集規模は合理的であると判断しております。 

また、全ての本新株予約権が行使された場合に発行される当社普通株式数 900,000 株に対し、

2025 年２月 27 日から起算した、当社過去６か月間における１日あたりの平均売買出来高は

45,764株となっております。したがって、市場で売却することによる流通市場への影響は、行使

期間である３年間（年間取引日数：245 日／年営業日で計算）で行使して希薄化規模が最大とな

った場合、１日あたりの売却数量は 1,224株となり、上記過去６か月間における１日あたりの平

均売買出来高の 2.68％であることから、当社普通株式は、本新株予約権の目的である株式の総数
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を勘案しても一定の流動性を有していると判断しており、本新株予約権の行使により発行された

当社普通株式の売却は、当社普通株式の流動性によって吸収可能であると判断しております。 

なお、将来何らかの事由により資金調達の必要性が薄れた場合、又は本新株予約権より有利な

資金調達方法が利用可能となった場合には、当社の判断により、残存する新株予約権を取得でき

る条項を本新株予約権の発行要項に付していることで、必要以上の希薄化が進行しないように配

慮しております。 

 

６．割当予定先の選定理由等 

 (１) 割当予定先の概要  

①辛 澤 

（１）氏 名 辛 澤 

（２）住 所 東京都品川区 

（３）職 業 の 内 容 会社経営 

（４）上 場 会 社 と 

当該個人との関係 

特筆すべき人的関係又は取引関係はありません。その他、当社

並びに当社の関係者と関係会社と、辛澤氏並びにその関係者及

び関係会社の間には、特筆すべき人的関係又は取引関係はあり

ません。 

 

②黒田喜久 

（１）氏 名 黒田 喜久 

（２）住 所 千葉県松戸市 

（３）職 業 の 内 容 会社経営 

（４）上 場 会 社 と 

当該個人との関係 

黒田喜久氏は当社普通株式を 100 株保有しています。その他、

当社並びに当社の関係者と関係会社と、黒田喜久氏並びにその

関係者及び関係会社の間には、特筆すべき人的関係又は取引関

係はありません。 

注）当社は、割当予定先である辛澤氏、黒田喜久氏が暴力団等の反社会的勢力であるか否かに

ついて、独自に専門の第三者調査機関である株式会社トクチョー（所在地：東京都中央区日本

橋大伝馬町11番８号 代表者：代表取締役 荒川一枝）に調査を依頼し、同社より調査報告書を

受領しました。当該調査報告書において、当該割当予定先が反社会勢力とは何ら関係がない旨

の報告を受けております。上記のとおり割当予定先が反社会的勢力等の特定団体等とは一切関

係がないことを確認しており、別途その旨の確認書を株式会社東京証券取引所に提出していま

す。 

 

（２）割当予定先を選定した理由 

①辛澤 

割当予定先である辛澤氏との接点は、2020年 10月 12日取締役会決議に基づく前回第三者割

当により発行した第 16回新株予約権の割当先であるドリーム 10号投資事業有限責任組合の無

限責任組合員であり兼ねてより当社の資金ニーズについて相談をしていたモダンパス合同会社

代表社員の勝山博文氏からの紹介によるものでした。勝山博文氏と同氏は旧知の仲とのことで

あり、勝山氏が代表社員を務めるモダンパス合同会社を業務執行組合員とする組合へ同氏も組

合員として出資した実績もあるとのことです。2024年 12月に当社代表取締役社長吉田邦臣が初

回面談を実施し、その後、複数回の協議を重ねる中で、当社の事業戦略についてご理解をいた

だき、新株式による第三者割当の引受にご賛同いただくに至りました。同氏及び同氏が代表取
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締役を務める法人（株式会社ランニング）は複数の上場企業における第三者割当の引受実績を

有しており、当社としましても、こうした実績及び同氏との複数回の協議における提案及び説

明内容を総合的に勘案し、当社の企業価値向上に資する割当予定先として適切であると判断い

たしました。 

 

②黒田喜久 

黒田喜久氏は、2020年 10月 12日取締役会決議に基づく前回第三者割当により発行した第 16

回新株予約権の割当先として、既に引受及び払込実績を有しております。今般の当社における

資金需要について、2024 年 12 月に当社代表取締役社長吉田邦臣より説明及び打診を行ったと

ころ、本新株予約権の引受についてご快諾いただきました。同氏は、これまでも当社の独立性

を尊重しつつ、当社の成長戦略の策定や営業支援等、多角的な観点から当社の企業価値向上に

向けたご支援をいただいており、当社としましても、本第三者割当の割当予定先として最適で

あると判断いたしました。 

  

（３）割当予定先の保有方針 

 本新株予約権の割当予定先である辛澤氏、黒田喜久氏は、純投資を目的としております。また、

本第三者割当により交付を受けることとなる当社普通株式につきましては、市場動向を勘案しな

がら売却する方針である旨を、口頭で確認しております。なお、本新株予約権につきましては、

当社取締役会による譲渡承認が付されており、割当予定先から、本新株予約権の権利行使を前提

として保有する方針であることも口頭で確認しております。 

また、当社は辛澤氏から、本新株式の払込期日から２年以内に本新株式の全部又は一部を譲渡

した場合には、その内容を当社に対して書面により報告すること、当社が当該報告内容を東京証

券取引所に報告すること、及び当該報告内容が公衆の縦覧に供されることに同意することにつき、

確約書を払込期日までに取得する予定であります。 

割当予定先が本新株予約権を第三者に譲渡を検討する場合には、事前に譲受人の本人確認、反

社会的勢力等との関係確認、行使の払込原資確認、本新株予約権の行使により取得する株式の保

有方針の確認、当社が割当予定先との間で契約する取得等の権利・義務についても譲受人が引継

ぐことを確認し、当社取締役会にて譲渡が承認された場合には、その内容を開示いたします。 

 

（４）割当予定先の払込みに要する財産の存在について確認した内容 

割当予定先の払込みに要する財産の存在については、次のとおり割当予定先の資料提出を受

け確認しております。 

①辛澤 

本新株式の払込みに要する財産の存在については、辛氏はその資産管理会社である MENTELLE 

INVESTMENTS LIMITED（所在地：Harney Westwood & Riegels, P O Box 71,craigmuir 

Chambers, Road Town, Toetola VG1110, British Virgin Islands、Director：Xin Ze（辛

澤）。以下「MENTELLE 社」といいます。）との間で金銭消費貸借契約（締結日：2025年２月 10

日、借入額：３億円、借入期間：５年間、年利１％、担保・保証：なし）を結んでおり、同社

からの借入れによって調達する予定である旨を確認しております。当社は、2025年２月７日時

点の MENTELLE 社の金融商品等の流動資産を含む銀行口座の残高証明書の写しを受領し、本新

株式の払込みに十分な流動資産を保有していることを確認の上、MENTELLE社の代表者でもある

辛氏からのヒアリングにより、当該流動資産を現金化の上で辛氏に対する貸付原資とする予定

であること、2025年２月 28日に同社から辛氏への貸付を実行する予定である旨を口頭にて確

認しました。辛氏が払込みに要する資金を保有していると当社が判断した理由といたしまして
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は、上記残高証明書により、辛氏が、払込みに必要な流動資産を保有している MENTELLE社から

本新株式の払込みに要する財産の借入が可能であることを確認できたことによるものでありま

す。 

 

②黒田喜久 

本新株予約権の払込みに要する財産の存在については、黒田喜久氏より割当予定先を名義と

する 2025年２月 12日時点の預金通帳の写しを受領して、本新株予約権の発行に係る払込に十

分な自己資金による財産を有することを当該預金通帳の写し及び口頭で確認し、財産確認とし

て問題ないと判断しました。なお、現時点における保有資産からすると本新株予約権のすべて

を行使できないものの、割り当てられた本新株予約権の段階的な行使・行使により取得した株

式を売却により資金確保するということを割当予定先から口頭にて確認しており、当社としま

しても十分であると判断いたしました。 

 

以上のことから、各割当予定先の払込みに要する資金については、資金調達の確実性があ

り、本新株予約権の発行における払込みについては、問題ないと判断いたしました。 

 

７．募集後の大株主及び持株比率 

募集前（2024年９月 30日現在） 募集後 

永田 浩一 18.69% 辛 澤 16.40% 

株式会社ヴァスダックキャピタル 3.32% 永田 浩一 15.62% 

長谷川 聡 2.46% 株式会社ヴァスダックキャピ

タル 

2.77% 

株式会社ＳＢＩ証券 2.34% 長谷川 聡 2.05% 

楽天証券株式会社 2.31% 株式会社ＳＢＩ証券 1.95% 

ａｕカブコム証券株式会社 1.93% 楽天証券株式会社 1.93% 

紅林 栄二 1.62% ａｕカブコム証券株式会社 1.61% 

上原 彩美 1.54% 紅林 栄二 1.36% 

松本 真也 1.44% 上原 彩美 1.29% 

岡三証券株式会社 1.26% 松本 真也 1.20% 

※１．持株比率は、総議決権数に対する所有議決権数の割合であり、小数点以下第３位を四 

捨五入しております。 

２．上記募集前の大株主の状況は 2024年９月 30日現在の株主名簿に基づき記載しており

ます。 

３．本新株予約権の保有目的は純投資ということであり、割当予定先は、本新株予約権の

行使により取得した当社普通株式を、比較的短期間に売却を行うことを目標としてい

る旨を口頭にて確認しております。このことから、割当予定先による本新株予約権行

使後の当社普通株式の長期保有は約束されておらず、割当後の大株主の状況は記載し

ておりません。 

 

８．今後の見通し 

本第三者割当による 2025 年３月期の通期業績に与える影響は軽微であると考えておりますが、

今後修正の必要性及び公表すべき事項が生じた場合は、速やかにお知らせいたします。 

 

９．企業行動規範上の手続きに関する事項 
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本第三者割当は、①希薄化率が 25％未満であること、②支配株主の異動を伴うものではないこと

（新株予約権又は取得請求権すべてが権利行使された場合であっても、支配株主の異動が見込まれ

るものではないこと）から、株式会社東京証券取引所の定める上場規程第 432 条に定める独立第三

者からの意見入手及び株主の意思確認手続きは要しません。 

 

10．最近３年間の業績及びエクイティ・ファイナンスの状況 

（１）最近３年間の業績 

 2022年３月期 2023年３月期 2024年３月期 

売 上 高 2,627百万円 2,605百万円 2,571百万円 

営 業 利 益 162百万円 84百万円 △95百万円 

経 常 利 益 259百万円 150百万円 △76百万円 

当期純利益又は当期純損失 252百万円 148百万円 △99百万円 

１ 株 当 た り 当 期 純 利 益 14.37円 8.33円 △5.60円 

１ 株 当 た り 配 当 金 3.00円 3.00円 －円 

１ 株 当 た り 純 資 産 40.65円 45.98円 37.38円 

 

（２）現時点における発行済株式数及び潜在株式数の状況（2024年 12月 31日現在） 

 株 式 数 発行済株式数に対する比率 

発 行 済 株 式 数 17,839,641株 100.00％ 

現時点の転換価額（行使価額）

に お け る 潜 在 株 式 数 
-株 -％ 

下限値の転換価額（行使価額）

に お け る 潜 在 株 式 数 
－ － 

上限値の転換価額（行使価額）

に お け る 潜 在 株 式 数 
－ － 

 

（３）最近の株価の状況 

①最近３年間の状況 

 2022年３月期 2023年３月期 2024年３月期 

始  値 156円 162円 129円 

高  値 239円 174円 158円 

安  値 128円 128円 85円 

終  値 160円 129円 94円 

 

 

②最近６か月間の状況 

 
2024年 

９月 10月 11月 12月 

2025 年 

１月 ２月※ 

始  値 86円 82円 78円 81円 84円 84円 

高  値 88円 85円 87円 86円 87円 85円 

安  値 81円 76円 77円 77円 79円 80円 

終  値 81円 78円 81円 84円 84円 82円 

※2025年２月の株価は、2025年２月 27日までの数値を記載しています。 
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③発行決議日前営業日における株価 

 2025年２月 27日 

始  値 82円 

高  値 83円 

安  値 82円 

終  値 82円 

 

（４）最近３年間のエクイティ・ファイナンスの状況     

該当事項はありません。 

 

11．発行要項 

別紙参照 

 

Ⅱ．主要株主、主要株主である筆頭株主の異動（予定）  

１． 異動に至った経緯  

前述のとおり、本第三者割当による本新株式の発行により、当社の主要株主、主要株主である

筆頭株主に異動が見込まれます。 

 

２． 異動する株主の概要  

(1) 主要株主である筆頭株主に該当しなくなる株主の概要 

① 永田 浩一 

（1）氏名 永田 浩一  

（2）住所 神奈川県横浜市中区 

 

(2) 新たに主要株主である筆頭株主に該当することになる株主の概要 

①辛 澤 

異動する株主の概要については、前記「Ⅰ．第三者割当による新株式及び新株予約権の発行 

６.割当予定先の選定理由等 (1)割当予定先の概要」をご参照ください。  

３． 当該株主の議決権の数（所有株式数）及び総株主の議決権の数に対する割合 

① 永田 浩一 

 議決権の数 

（所有株式数） 

総株主の議決権の数

に対する割合 
大株主順位 

異動前 

（2024 年９月 30 日現在） 

33,332 個 

（3,333,235 株） 
18.69％ 第 1 位 

異動後 
33,332 個 

（3,333,235 株） 
15.62％ 第２位 

 

② 辛 澤 

 議決権の数 

（所有株式数） 

総株主の議決権の数

に対する割合 
大株主順位 

異動前 

（2024 年９月 30 日現在） 

０個 

（０株） 
－ － 

異動後 
35,000 個 

（3,500,000 株） 
16.40％ 第 1 位 
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(注)異動後の総株主の議決権の数に対する割合は、2024年９月 30日現在の総株主の議決権の数

178,368 個に本第三者割当による新株式の発行により増加する議決権の数 35,000 個を加算した

総株主の議決権の数 213,368 個を基準に算出しております。 

 

４． 異動年月日 2025年３月 18日（予定） 

 

５． 今後の見通し 

現時点における当該異動による 2025年３月期の業績への具体的な影響はありません。 

 

以上 
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別紙 

株式会社アイフリークモバイル新株式発行要項 

 

 

1. 募集株式の種類及び普通株式    3,500,000株 

 

2. 募集株式の払込金額１株当たり 77円 

 

3. 振込金額の総額    金 269,500,000円 

 

4. 申込期間       2025年３月 18日 

 

5. 割当日及び払込期日  2025年３月 18日 

 

6. 増加する資本金及び資本準備金の額 

増加する資本金の額   134,750,000円 

増加する資本準備金の額 134,750,000円 

 

7. 募集の方法  

第三者割当の方法により、以下の割当先に割り当てる。 

辛 澤         3,500,000株 

 

8. 振込取り扱い場所 

 株式会社三井住友銀行 福岡支店  

 

9. その他 

(1）会社法その他の法律の改正等、本要項の規定中読み替えその他の措置が必要となる場合には、

当社は必要な措置を講じる。 

(2）上記のほか、本新株式の発行に関して必要な事項の決定については、当社代表取締役社長に一

任する。 

(3）本新株式の発行については、金融商品取引法による有価証券届出書の届出の効力発生を条件と

する。 
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株式会社アイフリークモバイル第 18回新株予約権発行要項 

 

1. 本新株予約権の名称  

株式会社アイフリークモバイル第 18回新株予約権（以下「本新株予約権」という。） 

 

2. 本新株予約権の払込金額の総額 金 846,000円 

 

3. 申込期間       2025年３月 18日 

 

4. 割当日及び払込期日  2025年３月 18日 

 

5. 募集の方法  

第三者割当の方法により、以下の割当先に割り当てる。 

黒田 喜久      9,000個 

 

6. 本新株予約権の目的である株式の種類及び数 

(1） 本新株予約権の目的である株式の種類及び総数は、当社普通株式 900,000株とする。（本新株予

約権１個当たりの目的たる株式の数（以下「割当株式数」という。）は 100 株とする。）但し、

本項第(2)号及び第(4)号により割当株式数が調整される場合には、本新株予約権の目的である

株式の総数は調整後割当株式数に応じて調整されるものとする。 

(2） 当社が第 10 項の規定に従って行使価額（第９項第(2)号に定義する。）の調整を行う場合には、

割当株式数は次の算式により調整される。但し、かかる調整は当該時点において未行使の本新

株予約権に係る割当株式数についてのみ行われ、調整の結果生じる１株未満の端数は切り捨て

る。なお、かかる算式における調整前行使価額及び調整後行使価額は、第 10項に定める調整前

行使価額及び調整後行使価額とする。 

 

調整後割当株式数 =    
調整前割当株式数 ×  調整前行使価額

調整後行使価額
 

 

(3） 調整後割当株式数の適用日は、当該調整事由に係る第 10項第(2)号及び第(5)号による行使価額

の調整に関し、各号に定める調整後行使価額を適用する日と同日とする。 

(4） 割当株式数の調整を行うときは、当社は、調整後割当株式数の適用開始日の前日までに、本新

株予約権者に対し、かかる調整を行う旨及びその事由、調整前割当株式数、調整後割当株式数

並びにその適用開始日その他必要な事項を書面で通知する。但し、第 10 項第(2)号⑤に定める

場合、その他適用開始日の前日までに上記通知を行うことができない場合には、適用開始日以

降速やかにこれを行う。 

 

7. 本新株予約権の総数 9,000 個 

 

8. 本新株予約権の払込金額  

本新株予約権１個当たり金 94円 

 

9. 本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又は算定方法 

(1） 各本新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、その価額は、行使価額に割当株式
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数を乗じた額とする。但し、計算の結果１円未満の端数を生じる場合は、その端数を四捨五入

するものとする。 

(2） 本新株予約権の行使に際して出資される当社普通株式１株当たりの財産の価額（以下「行使価

額」という。）は、77 円とする。但し、第 10 項に定めるところに従い調整されるものとする。 

 

10. 行使価額の調整 

(1） 当社は、本新株予約権の割当日後、本項第(2)号に掲げる各事由により当社の発行済普通株式数

に変更を生じる場合又は変更を生じる可能性がある場合には、次に定める算式（以下「行使価

額調整式」という。）をもって行使価額を調整する。 

 

調整後

行使価額
  =   

調整前

行使価額
  ×   

既発行

株式数
  +  

交付株式数 ×  1 株当たりの払込金額

1 株当たりの時価

既発行株式数  +   交付株式数
 

 

(2） 行使価額調整式により行使価額の調整を行う場合及び調整後行使価額の適用時期については、

次に定めるところによる。 

① 本項第(4)号②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を交付する場合（無償割

当による場合を含む｡）（但し、2025年２月 28日取締役会決議に基づき当社普通株式が発行さ

れる場合、新株予約権（新株予約権付社債に付されたものを含む｡）の行使、取得請求権付株

式又は取得条項付株式の取得、その他当社普通株式の交付を請求できる権利の行使によって当

社普通株式を交付する場合、及び会社分割、株式交換又は合併により当社普通株式を交付する

場合を除く｡） 

調整後行使価額は、払込期日（募集に際して払込期間を定めた場合はその最終日とし、無償割

当の場合はその効力発生日とする｡本項第(2)号③において同じ。）の翌日以降、又はかかる交

付につき株主に割当を受ける権利を与えるための基準日がある場合はその日の翌日以降これ

を適用する。 

② 当社普通株式について株式の分割をする場合 

調整後行使価額は、株式の分割のための基準日の翌日以降これを適用する。 

③ 本項第(4)号②に定める時価を下回る価額をもって当社普通株式を交付する定めのある取得請

求権付株式又は本項第(4)号②に定める時価を下回る価額をもって当社普通株式の交付を請

求できる新株予約権（新株予約権付社債に付されたものを含む。）を発行又は付与する場合（無

償割当による場合を含む）（但し、当社又はその関係会社（財務諸表等の用語、様式及び作成

方法に関する規則第８条第８項に定める関係会社をいう。）の取締役その他の役員又は使用人

に新株予約権を割り当てる場合を除く。） 

調整後行使価額は、取得請求権付株式の全部に係る取得請求権又は新株予約権の全部が当初

の条件で行使されたものとみなして行使価額調整式を適用して算出するものとし、払込期日

（新株予約権の場合は割当日）の翌日以降これを適用する。但し、株主に割り当てを受ける権

利を与えるための基準日がある場合には、その日の翌日以降これを適用する。 

④ 当社の発行した取得条項付株式又は取得条項付新株予約権（新株予約権付社債に付されたも

のを含む。）の取得と引換えに本項第(4)号②に定める時価を下回る価額をもって当社普通株

式を交付する場合 

調整後行使価額は、取得日の翌日以降これを適用する。 

⑤  本項第(2)号①から③までの各取引において、株主に割り当てを受ける権利を与えるための基

準日が設定され、かつ各取引の効力の発生が当該基準日以降の株主総会又は取締役会その他

当社の機関の承認を条件としているときには本項第(2)号①から③にかかわらず、調整後行使
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価額は、当該承認があった日の翌日以降、これを適用する。 

この場合において当該基準日の翌日から当該取引の承認があった日までに、本新株予約権を

行使した本新株予約権の新株予約権者に対しては、次の算出方法により、当社普通株式を交

付するものとする。 

 

株式数  ＝  

( 
調整前

行使価額
 −  

調整後

行使価額
 ) ×    

調整前行使価額により

当該期間内に交付された株式数

調整後行使価額
 

  

    この場合、１株未満の端数が生じたときはこれを切り捨て、現金による調整は行わない。 

(3) 行使価額調整式により算出された調整後行使価額と調整前行使価額の差が１円未満にとどまる

場合は、行使価額の調整は行わない。但し、その後行使価額の調整を必要とする事由が発生し、

行使価額を調整する場合には、行使価額調整式中の調整前行使価額に代えて調整前行使価額か

らこの差額を引いた額を使用する。 

 

(4) その他 

① 行使価額調整式の計算については、円位未満小数第２位まで算出し、小数第２位を四捨五入す

る。 

② 行使価額調整式で使用する時価は、調整後行使価額が初めて適用される日（但し、本項第(2)

号⑤の場合は基準日）に先立つ 45 取引日目に始まる 30 取引日の株式会社東京証券取引所に

おける当社普通株式の普通取引の終値の平均値（終値のない日数を除く。）とする。この場合、

平均値の計算は、円位未満小数第２位まで算出し、小数第２位を四捨五入する。 

③ 行使価額調整式で使用する既発行株式数は、株主に割り当てを受ける権利を与えるための基準

日がある場合はその日、また、かかる基準日がない場合は、調整後行使価額を初めて適用する

日の１ヶ月前の日における当社の発行済普通株式の総数から、当該日において当社の有する当

社普通株式を控除した数とする。また本項第(2)号②の場合には、行使価額調整式で使用する

交付株式数は、基準日において当社が有する当社普通株式に割り当てられる当社の普通株式数

を含まないものとする。 

(5) 本項第(2)号の行使価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、当社は、必要

な行使価額の調整を行う。 

① 株式の併合、資本金の額の減少、会社分割、株式交換又は合併のために行使価額の調整を必要

とするとき。 

② その他当社の発行済普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由の発生により行使価額

の調整を必要とするとき。 

③ 行使価額を調整すべき複数の事由が相接して発生し、一方の事由に基づく調整後行使価額の算

出にあたり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。 

④ 本項第(2)号③に定める取得請求権付株式にかかる取得請求権又は新株予約権について、その

行使が可能な期間が満了した場合（但し、当該権利の全部が行使された場合を除く。） 

(6) 行使価額の調整を行うときは、当社は、調整後行使価額の適用開始日の前日までに、本新株予約

権者に対し、係る調整を行う旨並びにその事由、調整前行使価額、調整後行使価額及びその適用

開始日その他必要な事項を書面で通知する。但し、本項第(2)号⑤に定める場合、その他適用開始

日の前日までに上記通知を行うことができない場合には、適用開始日以降速やかにこれを行う。 

 

11. 本新株予約権の行使期間 

2025年３月 18日から 2028 年３月 17 日の期間とする。但し、第 13 項「本新株予約権の取得」に従
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い当社が本新株予約権の全部又は一部を取得する場合、当社が取得する本新株予約権については、取

得日の前日までとする。 

 

12. その他の本新株予約権の行使条件 

(1） 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式数が当該時点における授権株式数を超過する

こととなるときは、当該新株予約権の行使を行うことはできない。また、各本新株予約権の一

部行使はできない。 

(2） 当社は、本新株予約権の発行後、当社普通株式の５連続取引日（終値のない日を除く）に係る

終値単純平均が、行使価額に 1.2 を乗じた額（小数点以下第一位四捨五入）を上回った場合、

その翌日から起算して 10 取引日以内に本新株予約権を行使することを本新株予約権者に請求

できるものとし、本新株予約権者は、かかる請求を受けた場合には、株式会社東京証券取引所

における当社の普通株式の出来高を勘案した上で、速やかに当該請求のなされた本新株予約権

につき、行使するものとする。 

 

13. 本新株予約権の取得 

(1） 当社は、本新株予約権の取得が必要と当社取締役会が決議した場合は、本新株予約権の割当日

から 12ヶ月を経過した日以降、会社法第 273条及び第 274条の規定に従って、当社取締役会が

定める取得日の 20日前までに通知したうえで、本新株予約権者の保有する本新株予約権の全部

又は一部を、本新株予約権１個当たりの払込金額と同額で取得することができる。一部取得を

する場合には、抽選その他合理的な方法により行うものとする。 

(2） 当社は、以下の場合は、当社取締役会が定める取得日において、本新株予約権１個につき、本

新株予約権１個当たりの払込金額と同額で、本新株予約権者の保有する本新株予約権の全部を

取得することができる。 

① 当社が消滅会社となる合併契約の承認の議案、当社が分割会社となる吸収分割契約もしくは新

設分割計画の承認の議案、または、当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計

画の承認の議案につき、当社株主総会で承認されたとき（株主総会による承認が不要の場合は、

当社の取締役会決議がなされたとき） 

② 当社が会社法第 171 条第１項に基づき全部取得条項付種類株式の全部を取得することが当社

株主総会で承認されたとき 

③ 普通株式についての株式の併合（普通株式に係る単元株式数に株式の併合割合を乗じて得た数

に１に満たない端数が生ずるものに限る。）が当社株主総会で承認されたとき 

④ 特別支配株主による株式売渡請求が当社取締役会で承認されたとき 

⑤ 当社の普通株式が上場廃止となったとき 

⑶ 当社は、本新株予約権の発行後、当社の普通株式の 10連続取引日（終値のない日を除く）に係

る終値単純平均が、行使価額 に 1.8を乗じた額（小数点以下第一位四捨五入）を上回った場合

には、本新株予約権者に対して本新株予約権の行使請求をできるものとし、当社は、当該請求

の日から 10 日以内に本新株予約権者が行使請求しなかった本新株予約権の全部又は一部を、

当社取締役会が定める取得日において、本新株予約権１個当たりの払込金額と同額で取得する

ことができる。一部取得をする場合には、抽選その他合理的な方法により行うものとする。 

 

14．合併、会社分割、株式交換及び株式移転の場合の新株予約権の交付 

当社が吸収合併消滅会社となる吸収合併、新設合併消滅会社となる新設合併、吸収分割会社となる吸

収分割、新設分割会社となる新設分割、株式交換完全子会社となる株式交換、又は株式移転完全子会

社となる株式移転（以下「組織再編行為」と総称する。）を行う場合は、当該組織再編行為の効力発生

日の直前において残存する本新株予約権に代わり、それぞれ吸収合併存続会社、新設合併設立会社、
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吸収分割承継会社、新設分割設立会社、株式交換完全親会社又は株式移転設立完全親会社（以下「再

編当事会社」と総称する。）は以下の条件に基づき本新株予約権に係る新株予約権者に新たに新株予

約権を交付するものとする。但し、下記の方針に従って再編当事会社の新株予約権を交付する旨を組

織再編行為にかかる契約又は計画において定めた場合に限るものとする。 

(1) 新たに交付される新株予約権の数 

新株予約権者が有する本新株予約権の数をもとに、組織再編行為の条件等を勘案して合理的に

調整する。調整後の１個未満の端数は切り捨てる。 

(2) 新たに交付される新株予約権の目的たる株式の種類 

再編当事会社の普通株式 

(3) 新たに交付される新株予約権の目的たる株式の数 

第 6 項に準じるが、組織再編行為の条件等を勘案して合理的に調整するものとする。調整後の

１株未満の端数は切り上げる。 

(4) 新たに交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 

第 9 項に準じるが、組織再編行為の条件等を勘案して合理的に調整するものとする。調整後の

１円未満の端数は切り上げる。 

(5) 新たに交付される新株予約権に係る行使期間、当該新株予約権の行使により株式を発行する場

合における増加する資本金及び資本準備金、再編当事会社による当該新株予約権の取得事由、

組織再編行為の場合の新株予約権の交付、新株予約権証券及び行使の条件 

第 11項から第 14項まで、第 16項及び第 17項に準じて、組織再編行為に際して決定する。 

(6) 新たに交付される新株予約権の譲渡による取得の制限 

新たに交付される新株予約権の譲渡による取得については、再編当事会社の取締役会の承認を

要する。 

 

15．本新株予約権の譲渡制限 

本新株予約権の譲渡については、当社取締役会の承認を要するものする。 

 

16．新株予約権証券の発行 

当社は、本新株予約権に係る新株予約権証券を発行しない。 

 

17．本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金 

本新株予約権の行使により当社普通株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規

則第 17 条第 1 項の規定に従い算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし（計算の結果１

円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とする。）、当該資本金等増加限度額から増加す

る資本金の額を減じた額を増加する資本準備金の額とする。 

 

18．本新株予約権の行使請求の方法 

(1） 本新株予約権を行使請求しようとする本新株予約権者は、当社の定める行使請求書に、自己の

氏名又は名称及び住所、自己のために開設された当社普通株式の振替を行うための口座（社債、

株式等の振替に関する法律（以下「振替法」という。）第 131条第３項に定める特別口座を除く。）

のコードその他必要事項を記載しこれに記名捺印したうえ、第 11項に定める行使期間中の取引

日に第 19 項記載の行使請求受付場所（以下「行使請求受付場所」という。）に提出し、かつ、

かかる行使請求の対象となった本新株予約権の目的である株式の数に行使価額を乗じた金額

（以下「出資金総額」という。）を現金にて第 20 項に定める払込取扱場所の当社が指定する口

座（以下「指定口座」という。）に振り込むものとする。 

(2） 本新株予約権の行使請求の効力は、行使請求に要する書類の全部が行使請求受付場所に到着し、
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かつ当該本新株予約権の行使に係る出資金総額が指定口座に入金された場合において、当該行

使請求書に係る新株予約権行使請求受付日（行使請求に要する書類の全部が行使請求受付場所

に到着した日の直後に到来する取引日午前 11 時までに当該行使請求に係る出資金総額の指定

口座への入金が当社により確認された場合には、当該取引日とし、当該確認が当該取引日午前

11 時以降になった場合には当該取引日の翌取引日とする。）に発生する。 

(3） 行使請求受付場所に対し行使請求に要する書類を提出した者は、その後これを撤回することが

できず、直ちに、当該行使請求に係る出資金総額を指定口座への振り込むものとする。 

 

19．行使請求受付場所 

株式会社アイフリークモバイル 管理部 

 

20．払込取扱場所 

株式会社きらぼし銀行 東京みらい営業部  

 

21．新株予約権行使による株式の交付 

当社は、本新株予約権の行使請求の効力発生後速やかに振替法第 130条第１項に定めるところに従い、

振替機関に対し、当該本新株予約権の行使により交付される当社普通株式の新規記録情報を通知する。 

 

22．新株予約権者に対する通知 

本新株予約権の新株予約権者に対し通知する場合、電子公告により行う。但し、法令に別段の定めが

あるものを除き、公告の掲載に代えて新株予約権者に対し直接に通知する方法によることができる。 

 

23．その他 

(1） 会社法その他の法律の改正等、本要項の規定中読み替えその他の措置が必要となる場合には、

当社は必要な措置を講じる。 

(2） 上記のほか、本新株予約権の発行に関して必要な事項の決定については、当社代表取締役社長

に一任する。 

(3） 本新株予約権の発行については、金融商品取引法による有価証券届出書の届出の効力発生を条

件とする。 

 

以上 


